
令和5 年度 

障害者理解促進研修 
コ ーディ ネート 事業

昨年度までの研修の内容 

講義 

・ 障害の種別や特性 

・ 配慮の基本的なポイント  

・ 障害者一人一人に対する合理的配慮 

・ 障害者に関するマーク  

・ 災害時の困り ごと と 配慮のポイント  など 

実習 

・ 車いす利用者の介助方法 

・ 視覚障害者の誘導体験 

・ 施設や設備の使いやすさ のチェ ッ ク  

・ 言語障害者と のコ ミ ュ ニケーショ ン など

神奈川県内の民間企業・ 団体を 対象に、 障害当事者を 中心と し た 

講師たちによる、 ご希望に応じ た講義や実習を 無料*で行います。  

時間・ 内容などについてはご相談く ださ い。  

*当事業による無料の研修実施枠には限り があり ます。  

会場の確保や準備、 資料の印刷や配布は、 実施企業・ 団体様に行っていただきます。  

お申し 込みは研修希望日の4 5 日前までにお願いいたし ます。  

障害の理解や配慮のポイント などをテーマと し た 

職員研修に無料*で講師を派遣し ます！

神奈川県委託事業

合理的配慮について 

「 障害を理由と する差別の解

消の推進に関する法律（ 障害

者差別解消法） 」 は障害を理

由と し た差別的取扱いを禁止

し 、 障害のある人に対する社

会的障壁を除去するための、

必要かつ合理的な配慮をする

よう に求めています。  

民間事業者には努力義務と さ

れていた「 合理的配慮の提

供」 についても 令和6年4 月1

日から 義務化さ れます。

研修のお申し 込みは 

下記ホームページまで 

kilc.org  

特非 神奈川県障害者自立生活支援センタ ー 

メ ール： rikai@kilc.org  

電話： 0 4 63-3 5 -2710  


